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はじめに

　国際連合が発足後、障害児教育の分野でも各国で様々
な取組がなされた。すなわち、1975（昭和 50）年 12 月
９日に「障害者の権利宣言」が公布されて以降、障害者
観の転換や障害者施策の変更、それに連動して障害児教
育も大きな転換期を迎えた。
　我が国でも中央教育審議会は、2005（平成 17）年 12 月
８日の「特別支援教育を推進するための制度の在り方に
ついて（答申）」において、「我が国が目指すべき社会は、
障害の有無にかかわらず、だれもが相互に人格と個性を
尊重し支え合う共生社会である。その実現のため、『障害
者基本法』や『障害者基本計画』に基づき、ノーマライ
ゼーションの理念に基づく、障害者の社会参加・参画に
向けた総合的な施策が政府全体で推進されており、その
中で、学校教育は、障害者の自立と社会参加を見通した
取組を含め、重要な役割を果たすことが求められている。
その意味で、特別支援教育の理念や基本的考え方が、学
校教育関係者をはじめとして国民全体に共有されること
を目指すべきである２）」としている。
　これらのことに鑑み、本研究においては、このような

障害のある子どもの教育に関する動向の背景には、国際
的・国内的な障害者観の転換とそれに対応した国全体の
障害者施策の変化があると捉え、国際連合の障害者施策
の動向を軸にして、日本の障害者施策の変遷と特別支援
教育への転換について述べる。具体的には、「誰もが相互
に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を
相互に認め合える３）」ノーマライゼーションの理念を探
り、国際連合として障害者施策の「身体障害者の社会リ
ハビリテーション４）」から「障害者権利条約」までの国
際連合の取組、日本においては関連のある障害者施策及
び「障害者権利条約」の締結に向けた国内法制度の整備
の一環としての「障害者差別解消法」（平成 28 年４月１
日より施行）までの取組を跡づける。その際「障害者権
利条約」及び「障害者差別解消法」についてはより詳し
く探っていく。さらに、WHO の障害の概念の変遷に言
及し、特別支援教育は、「教育の場」を限定せず、一人ひ
とりの教育的ニーズを把握し、適切な指導及び支援を行
うという点にも注目し、これまで実施されてきた障害の
ある子どもたちの「教育の場」にも注目しながら、特別
支援教育に向けての歴史について述べる。
　なお、本研究において障害者の歴史に触れる際、記述
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　第Ⅳ章では、特別支援教育は「教育の場」を限定せず、一人ひとりの教育的ニーズを把握し適切な指導及び
支援を行うという観点から、「教育の場」にも注目しながら特別支援教育に至るまでの歴史的経緯を明らかに
した。
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は文末の文献を参考にしているので、文献に使われた用
語や表現はできるだけ原文どおりに用いていることをご
理解いただきたい。

Ⅰ　ノーマライゼーションの理念

　１　ノーマライゼーションの２つの流れ
　「ノーマライゼーションは障害者問題から始まり世界
へ、そして、他の領域へ普遍化していった思想という点
で大きな意義がある。また、ノーマライゼーションは１
つの思想というよりは、北欧で生じた考えの２つの大き
な思想潮流が徐々に１つの方向になっていったと理解す
ることができる」と佐藤らは述べている５）。その２つの大
きなノーマライゼーションの流れとは、デンマークのバ
ンク＝ミケルセン（Niels Erik　Bank-Mikkelsen，1919−
1990）と、スウェーデンのニィリエ（Bengt Nirje，1924
−）が提唱したノーマライゼーションの流れと、アメリカ
のヴォルフェンスバーガー（Wolf wolfensberger，1934−
2011）の流れである。バンク＝ミケルセン、ニィリエの提
唱したノーマライゼーションはノーマルな生活環境の提
供に重点を置き、制度改革に焦点が当てられるが、ヴォ
ルフェンスバーガーのノーマライゼーションは、障害者
の「社会的役割の実現」という考え方に変化させていっ
た点が特徴的である。このことについて、茂木は、「ノー
マライゼーションに関するヴォルフェンスバーガーの定
義は、『可能な限り文化的に通常である身体的な行動や
特徴を維持し、確立するために、可能な限り文化的に通
常となっている手段を利用すること』となっている。彼
は、社会の側で障害者に対する見方を変えるべきだとい
うことは言っている。しかし、もっとたしかなのは、彼
が障害者の側にも『逸脱者』的特徴の除去・軽減を求め
ており、彼の理論は、障害者が障害とそのあらわれを覆
い隠したり、否定したりすることによって、ノーマライ
ゼーションが進むのだという見方に重きをおいたもので
あったといえる６）」と示唆している。
　いずれのノーマライゼーションの考え方も、要約する
と障害者よりむしろ障害者の置かれている生活条件や生
活環境といった社会環境の現状やあり方に焦点を当てて
問題を捉えようとする考え方といえる。今日では障害者
福祉政策の基盤となる思想として広く受け入れられ、聞
き慣れてしまった言葉と思われるが、この３人により
ノーマライゼーションが提唱された時代とその背景から
みると、この言葉は、それまでの価値観（入所施設を中
心に知的障害者を処遇していた価値観）を根本的に変え
る社会変革に結びつく急進的な思想としての意味を含ん
でいるのである７）。

　２　ニィリエのノーマライゼーションの思想
　ノーマライゼーションについては、1943（昭和 18）年
から 1946（昭和 21）年にかけ、福祉改革を目指す考え
方としてノーマライゼーションの原理が紹介され、1946

（昭和 21）年のスウェーデン社会庁報告書「ある程度生
産労働に従事することができる人たちのための検討委員
会」の中で具体的にこの原理が取り上げられ、検討され
た８）。その後、1950 年代にデンマークのバンク＝ミケル
センによって、「障害のある人たちに、障害のない人た
ちと同じ生活条件をつくり出すこと。障害がある人を障
害のない人と同じノーマルにするのではなく、人々が普
通に生活している条件が障害者に対しノーマルであるよ
うにすること。自分が障害者になったときにして欲しい
ことをすること」と定義づけられた。その背景には、隔
離的保護的で劣悪な環境の巨大施設に収容されている知
的障害者の処遇の実態に心を痛めていたことがあった。
バンク＝ミケルセンは、1951（昭和 26）年に発足した知
的障害者の親の会の活動に共鳴し、そのスローガンが法
律として実現するように尽力したのである。その法律が
1959（昭和 34）年に制定された「障害者福祉法」であり、
ノーマライゼーションという言葉が世界で初めて用いら
れた法律である９）。
　ここでは、バンク＝ミケルセンに影響を受け、ノーマ
ライゼーションの思想を整理する上で大きく貢献した10）

スウェーデンのニィリエのノーマライゼーション思想に
ついて述べる。
　ニィリエは、ノーマライゼーションの原理について「障
害の度合いが軽度であるとか、重度であるとかいうこと
に関わらず、また、親と一緒に生活していようが、施設
で他の知的障害者と一緒に住んでいるかに関わらず、す
べての知的障害者に適応されなければならない」11）と主
張し、ノーマライゼーションの原理を 1969（昭和 44）年
に成文化した。当時は、知的障害者のケアを形成する相
対的な原理を見つけ出すということが主要目的であり、
障害者が社会で生活するニーズを示し、「医学モデル」
による保護措置が必要ではないということを示すことで
あった。この原理は、「もっとも無力な、言語での意思表
示ができず、言語による発言が理解できにくい人たちへ
の理解を高めるための一つのツールであった」と述べて
いる。その後、2003（平成 15）年のノーマライゼーショ
ンの８つの原理では「重複の機能低下のある、聴覚障害
者、視覚障害者、運動機能障害者、てんかんや自閉症な
どにも当然適応され、さらに知的障害者にも適応される
ものである」と言及されている 12）。茂木は、「ニィリエ
は、ノーマライゼーションは個人の尊厳の尊重から出発
するものだとする。個人の尊重とは『人びとの間で自然
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に振る舞うことが可能であり許容されること』である。
また、ノーマライゼーション原理は、すべての人が平等
であるという平等主義にたっていることを明確にしてい
る 13 ）」と述べている。

　表１に 1969 年と 2003 年のノーマライゼーションの８
つの原理をまとめている。

　ニィリエのノーマライゼーションの８つの原理は、健
常者にとってはごく当たり前のことである。この当たり
前のことを掲げる必要があるということは、障害者が地
域の中で当たり前に生きていくことがどれほど困難であ
るかを示し、それは現代においてもなお、必要とされる
原理であると考える。

　３　�国際連合及び日本のノーマライゼーション実現へ
の取組

　ニィリエの尽力で、1971（昭和 46）年に「知的障害者
の権利宣言」が採択され、1975（昭和 50）年には、対象
を障害者全般にも拡大した「障害者の権利宣言」が採択
された。1981（昭和 56）年には、ノーマライゼーション
の実現のために「完全参加と平等」をテーマに国際連合

（以下国連）で「国際障害者年」が定められるなど、国際
的にも広がりを見せていった 14）。
　日本においては、1960（昭和 35）年の「精神薄弱者福
祉法」（現・知的障害者福祉法）の制定に至るまで、知的
障害者への制度的な取組はほとんどなかった。この「精
神薄弱者福祉法」は知的障害者施設を法的に位置づけ、
知的障害者に対する福祉サービスの公的な責任を認めた
点で重要であった。入所施設の設立は増加し、70 年代に
は、各都道府県でのコロニー設立政策（入所施設群を同
一地域に設立し、一貫したケアをする政策）によってよ

り推進されていった。このような状況の中、ノーマライ
ゼーション思想が日本に輸入されたのである。日本では、
入所施設の整備と地域福祉サービスの整備という理念的
に相反する２つの施策を同時に推進させることになった
のである 15）。
　1995（平成７）年の「障害者プラン」の副題を「ノー
マライゼーション７カ年戦略」とし、2002（平成 14）年
の「新障害者プラン」では、「リハビリテーションとノー
マライゼーションの理念を継承するとともに、障害の有
無にかかわらず、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し
支え合う『共生社会』の実現を目指して」とある。ノー
マライゼーションの理念は、地域生活と脱施設化の社会
運動に多大な影響を与えたのである 16）。

Ⅱ　国連及び日本における障害者施策の取組

　「国際連合（United Nations：連合国）」という名称は、
第２次世界大戦中にアメリカのフランクリン・D・ルー
ズベルト大統領が考えだしたものである。中国、ソビエ
ト連邦、イギリス、アメリカの代表が 1944（昭和 19）年
にワシントン D・C に集まって行った審議に続き、翌年
の 1945（昭和 20）年、50 カ国の代表が「国際機関に関
する連合国会議」に出席するためにサンフランシスコに
会合し、「戦争の惨害」を終わらせるという強い公約とと
もに国連憲章が起草され、1945 年６月 26 日に署名され
た。ニューヨークに本部を持つ国際連合は、中国、フラ
ンス、ソビエト連邦、イギリス、アメリカ及びその他の
署名国の過半数が批准した 1945 年 10 月 24 日に正式に発
足した 17）。

　本章においては、障害者の権利を中心とした障害者施
策にかかわる動向を述べる。

表１　ニィリエのノーマライゼーションの８つの原理

1969（昭和 44）年
①ノーマルな一日のリズム
②ノーマルな一週間のリズム
③ノーマルな一年間のリズム
④ノーマルな発達の段階
⑤自分の要望が尊重されること
⑥ 男性も女性もいる世界で生活できること
⑦ノーマルな経済水準の要求
⑧ノーマルな建物の基準

2003（平成 15）年
①ノーマルな一日のリズム
②ノーマルな一週間のリズム
③ノーマルな一年間のリズム
④ノーマルなライフサイクル
⑤ノーマルな自己決定の権利
⑥ 生活している文化圏にふさわしいノーマルな性的生活のパターン
⑦ 生活している国にふさわしいノーマルな経済的パターン
⑧ 生活している社会におけるノーマルな環境面での要求

『再考・ノーマライゼーションの原理−その広がりと現代的意義−』Bengt Nirje，2008，pp.14-20，p.112 より筆者作成
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　１　国連の障害者施策の始まり
　国連の最初の障害者施策は、1950（昭和 25）年に行
われた経済社会理事会による決議「身体障害者の社会リ
ハビリテーション」が始まりである。当時、第２次世界
大戦での戦傷者を中心に障害者は保護や治療の対象であ
り、国連は、各国政府にリハビリテーションや障害予防
に関する技術的援助を行っていた。その後、1950 年代の
デンマークにおける「ノーマラーゼーション」を目指し
た運動を受けて、60 年代には脱施設化、障害者の社会参
加を求める動きが加速した。ただし、この時代の取組は、
障害のある人たちの福祉や公的サービスを受ける権利を
保障するというレベルに留まっていたのである 18）。
　
　２　「障害者権利条約」が発効されるまで
　1945（昭和 20）年に採択された「国連憲章」は、二度
にわたって人類に与えた戦争を省みて、国際社会におけ
る基本的人権と人間の尊厳及び価値の重要性を改めて確
認している。国連発足後、人権保障を世界中の目標にし
ていこうとした取組が始まったのである 19）。その最初が

「世界人権宣言」（1948 年）で、「国際人権規約（社会・
自由）」（1966 年）などにより、世界共通の普遍的な原理
として生存権保障が定着した 20）。
　障害者分野では、1971（昭和 46）年に国連憲章におい
て宣言された人権、基本的自由、平和、人間の尊厳、価値
及び社会的正義などの原則を確認し、知的障害者が様々
な活動分野で能力を発揮することを支援するため、各国
に対して国内的、国際的行動を要請することを目的とし
た 21）「知的障害者の権利宣言」がなされた。
　1975（昭和 50）年にはそれをより普遍化して「障害者
の権利宣言」が採択された。この「障害者の権利宣言」で
は、障害のある人たちも、同世代の人たちと同じ権利を
持っているということを明示している。その上で、固有
の権利として障害に即した医療やリハビリテーション、
教育や訓練などを明らかにしている。こうした考え方を、
実際の社会生活において障害のある人たちに即して具体
化していこうということで 1981（昭和 56）年の「国際障
害者年」が設定されたのである。その後国連では、「障
害者の 10 年」が進展していった。これについては、障
害の発生予防やリハビリテーションに関しては、成果を
挙げたものの機会均等の課題は十分ではないと議論され
た。1982（昭和 57）年には、障害の予防、リハビリテー
ション、機会均等などを目的とした「障害者に関する世
界行動計画」が国連において採択された。これを受けて
日本政府でも「障害者対策に関する長期計画」を作成し
たのである。これは、障害者施策上、初めての本格的な
計画で 10 年ごとに更新され、現在の「障害者基本法」に

基づく「障害者基本計画」に受け継がれていくことにな
る。そして、1993（平成５）年には法的拘束力はないも
のの国際的なスタンダードとなる「障害者の機会均等化
に関する基準規則」（以下「基準規則」）が採択された 22）。
　「基準規則」は、①前提条件（原則１〜４）、②対象分
野（原則５〜 12）、③実施方策（原則 13 〜 22）から構成
されている。②の対象分野には、アクセスビリティ、教
育、就労、所得保障と社会保障、家庭生活と人間として
の尊厳、文化、レクリエーションとスポーツ、宗教の８
分野が規定された。この「基準規則」は、加盟国に「完
全参加と平等」の目標を達成するための法律を求めた。
さらに、それが厳守されているかどうかを確認するモニ
タリングが各国政府に対し行われ、モニタリング委員会
には障害当事者の団体がメンバーとなった 23）。
　日本では、同時期に「心身障害者対策基本法」が改正
され「障害者基本法」が成立したのである。「障害者基本
法」において、「全ての障害者が、障害者でない者と等し
く、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜ
られ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有
する」と確認されている 24）。
  各国の障害者法制においても新しい動向が見られるよ
うになった。同時に地域的な取組として「国連・障害者
の 10 年」を継続する目的でアジア太平洋地域では「ア
ジア太平洋障害者の 10 年」が始まった 25）。このように
世界各地における障害者の人権保障の取組を受け、2001

（平成 13）年の国連総会においてメキシコ大統領が「障
害者権利条約」を提起し特別委員会の設置が決議された
のである 26）。その後８回の特別委員会が開催され、2006

（平成 18）年の第 61 回国連総会で「障害者権利条約」は
採択され、2008（平成 20）年に発効したのである。

　３　日本における「障害者権利条約」批准までの取組
　さて、日本における「障害者権利条約」ヘの批准に向
けての取組、である。2004（平成 16）年に「障害者基本
法」の理念・目的に差別の禁止、自立や社会参加の支援
などを位置づけ、2011（平成 23）年には障害者の定義に
発達障害やその他の心身機能の障害がある者が加えられ
るなどの改正が行われた。2013（平成 25）年には国際連
合で採択された「国際人権条約」であり、障害者に対す
る差別の積極的な是正や合理的配慮を含む人権の保障を
求める「障害者権利条約」の締結に向けて、国内の法整
備の一環として「障害者差別解消法」が制定され、障害
者差別の解消に向けての取組が法的に位置づけられて、
同年 12 月に条約の批准が国会で承認され、2014（平成
26）年にようやく批准がかなったのである 27）。
　なお、障害者権利条約が発効されるまでの世界と日本
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表２　障害者権利条約が発効されるまでの世界と日本の流れ

年代 世界の流れ 年代 日本の流れ
1945 国連憲章採択

・ より国際社会における基本的人権と人間の尊厳及
び価値の重要性を確認。

1948 「世界人権宣言」が採択される。
・ 人権保障を世界中の目標にしていく取組の始ま

り。
1966 「国際人権規約（社会・自由）」が採択される。

・ 世界共通の普遍的な原理として生存権保障が定
着。

1971 「知的障害者の権利宣言」が採択される。
・ 国連憲章で確認された原則を確認し、知的障害者

の能力発揮を支援するため。

1970 「心身障害者基本法」制定。

1975 「障害者の権利宣言」が採択される。
・ 障害のある人たちも、同世代の人たちと同じ権利

を持っていることを明示した。
・ 固有の権利として障害に即した医療やリハビリ

テーション、教育、訓練などを明らかにした。
1981 「国際障害者年」が決議採択される。

・ 障害者の権利宣言を実際の社会生活において障害
のある人たちに即して具体化していくため。

・その後国連では、「障害者の 10 年」が進展する。
1982 「障害者に関する世界行動計画」が採択される。

・ 障害の予防、リハビリテーション、機会均等など
を目的とする。

1982 「障害者対策に関する長期計画」作成。
・ 10 年ごとに更新され、現在の「障害者基本法」に

基づく「障害者基本計画」に受け継がれる。
1993 「障害者の機会均等に関する基準規則」が採択され

る。
・ 法的拘束力はないが、国際的なスタンダードとな

る。

1993 「心身障害者対策基本法」が改正され「障害者基本
法」成立
・ 全ての障害者が、障害者でないものと等しく、基

本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜ
られ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権
利を有する。

1993
〜

2002

「アジア太平洋障害者の 10 年」の取組が始まる。
・ 地域的な取組として「国連障害者の 10 年」を継続

する目的で始まる。
2001 国連総会において、メキシコ大統領が「障害者権利

条約」を提起し、特別委員会の設置が決議される。
・世界各地での人権保障の取り組みを受けて。

2002
〜

2006

８回の特別委員会が開催される。 2004 「障害者基本法」の理念・目的に差別の禁止、自立や
社会参加の支援などを位置づける。

2006 第 61 回国連総会で「障害者権利条約」が採択され
る。

2008 「障害者権利条約」が発効する。
2011 「障害者基本法」改正

・ 障害者の定義に発達障害やその他の心身機能の障
害がある者が加えられる。

2013 「障害者差別解消法」制定。
・ 「障害者権利条約」締結に向けて、国内法の整備の

一環。
・12 月に条約の批准が国会で承認される。

2014 「障害者権利条約」を批准。

峰島厚　木全和巳　荻原康一『障害者に対する支援と障害者自立支援制度』2009、玉村公二彦　中村尚子『障害者権利条
約と教育』2008、佐藤久夫　小澤温『障害者福祉の世界』2000、社会福祉士養成委員会『障害者に対する支援と自立支援
制度』2009 を参考に筆者作成
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の流れとして表２にまとめている。

　４　「障害者権利条約」とは
　清水は、「1994 （平成６）年、ユネスコの『サラマン
カ宣言と行動大綱』で、特別なニーズ教育とインクルー
シブな教育の唱導があり、それが障害者権利条約につな
がっている 28）」と述べている。
　藤本ら 29）は、「1994（平成６）年、ユネスコがスペイ
ン政府との共催で開いた『特別なニーズ教育に関する世
界会議』で採択された『サラマンカ声明と行動大綱』は、

『特別なニーズ教育』（Special Needs Education; SNE）と
いう用語を前面に押し出して、今後の教育の在り方を提
起した。行動大綱を特徴づける基本原則として、『学校
は、子どもの身体的、知的、社会的、情緒的、言語的条
件、その他の条件のいかんにかかわらず、すべての子ど
もを受け入れなければならないということである。これ
は障害児や優秀児、ストリートチルドレンや働いている
子ども、僻地の子どもや遊牧民の子ども、言語的、民族
的、文化的マイノリティの子ども、その他不利な立場に
置かれた人々や辺境とそこに住む原住民の子どもを含む
べきである』が挙げられる。特別なニーズ教育といわれ
るものの特徴は、従来の『障害児教育』よりも教育対象
を拡大していることであり、また通常学校を含んで学校
制度の改革を提案している。教育対象として、従来のよ
うな医学的・心理学的診断に基づいて障害があるとされ
た子どもだけでなく、社会的・経済的・文化的な要因に
よって学習に困難をもつに至った広範な子どもを念頭に
おいている」と示唆している。
　さらに、清水は「インクルージョンは『包み込む』の
意味をもつ用語であり、社会の周辺に位置し社会的に排
除され孤立した人たちを社会の主流（メインストリーム）
にもどすことを意味している。それが教育に適用される
と、教育から排除されている子どもたちを学校という主
流に『包み込む』ことを目標にした教育制度の見直しと
改革であるとともに、障害児教育では障害児教育と通常
教育の一体化を求める主張となるとし、『社会的包括』を
意味するインクルージョン（inclusion）が社会的排除で

あるエクスクルージョン（exclusion）を除去してインク
ルージョンを実現することで、『インクルーシブな社会』
の実現がめざされる。つまり、学校教育では、障害児を
社会の主流から排除しない非分離主義の学校を目指すと
いう意味で、『インクルーシブな学校（inclusive school）』
の構築がめざされる 30）」と主張している。
　先に述べた「障害者の機会均等化に関する基準規則」
について、中村らは、「『障害者の機会均等化に関する基
準規則』の『規則６教育』において『統合された環境で
の機会均等』の原則が示されている。すなわち、『特殊教
育』の論理によって公教育から排除されてきた重度の障
害児も含め、すべての子どもの発達・学習権を保障する
こと、できる限り通常の教育環境・条件下での教育を追
求する教育的統合を進めることである 31）」としている。
　上記のことを踏まえながら、本節においては「障害者
権利条約」の目的、意義、教育の課題について述べる。
　日本は、2014（平成 26）年に条約の批准書を国連に寄
託し、141 番目の締約国となり、２月 19 日に発効となっ
た。
　「障害者権利条約」（以下、権利条約）は、前文、本文
50 条、末文から成る。「権利条約」の目的（第１条）は
表３のとおりである 32）。
　「権利条約」の目的は、「全ての障害者」が「あらゆる
人権と基本的自由」を完全にかつ平等に享有することの
促進・保護・確保と、「障害者の固有の尊厳の尊重」で
ある。つまり、「権利条約」は包括的に障害者の人権を
規定するものであり、「障害者のために新しい権利を創
出するものでなく、既に人権として確立されている諸権
利を障害者に実質的に保障する」こととしているのであ 
る 33）。当たり前のことを当たり前のこととして保障して
いる。このことは、まさにノーマライゼーションの理念
に沿っての目的である、といえる。
　次に、「権利条約」の意義、である。峰島らは、この

「権利条約」の意義について３点挙げている 34）。「１点目
は、障害および障害者に関する新たな概念を示したこと
であり、重要なことは、障害の概念が固定的なものでは
なく、時代や社会環境の変化に伴い（例えば医療 IT 技術

表３　障害者権利条約の目的

目的
この条約は、全ての障害者によるあらゆる人権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進し、保護し、及び確保する
こと並びに障害者の固有の尊厳の尊重を促進することを目的とする。
障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的な機能障害であって、様々な障壁との相互作用により他の者と
の平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加することを妨げ得るものを有する者を含む。

外務省 HP より筆者作成
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の進歩により機能障害が生活上の障害とならなくなるよ
うに）変化する概念であるとしている。２点目は、障害
に基づく差別の概念を新たに示したことであり、２条を
挙げて重要なことは、直接差別だけでなく、直接的に差
別を目的としていなくても差別の実質的な効果を生じさ
せる間接差別および合理的配慮を提供しないことも差別
に含まれると規定されたことである、としている。３点
目は、『社会参加』すなわち（社会の立場からは）『障害
者の社会へのインクルージョン』の達成のための具体的
な方策が定められていることとして、『インクルーシブな
社会』の実現のためには、障害者が他の者との平等を基
礎として処遇されることが原則である（１条：目的）こ
と」である。
　また、玉村らも「権利条約」の意義として以下の３点
を挙げている 35）。「１点目は、人類の人権保障の発展に
とっての意義で、これまで積み上げられてきた普遍的な
人権をより豊かなものにしていくということである。２
点目は、条約が障害のある人の人権に関する国際的な合
意の到達点を示していることで、少なくとも条約に書か
れていることは実現しなければならないという国際的な
指標を示していることは非常に重要なことである、とし
ている。３点目は日本国内の障害のある人の権利保障を
実質化させ、さらに発展させる契機となることで、『権利
条約』は実体法の改善や修正を求めていくとともに、障
害のある人の権利に即して新しい法律などを作らせてい
くという役割もあるということ」である。
　また、この「権利条約」と教育の課題として玉村らは、
３つの課題を挙げている 36）。
　１つ目は、障害のある人の権利を基礎とした学校教育・
生涯学習の構築である。権利をベースにして、その上で
障害のある人のニーズを受けとめる教育を作っていくこ
とである。
　２つ目は、第 24 条の教育条項に即した教育改革、条件
整備と教育実践の発展である。インクルーシブ教育の推
進やそのための条件整備、合理的配慮や効果的で個別化
された支援のあり方、さらには盲や聾などの障害の固有
性に焦点を当てた教育制度の具体化など、である。第 24
条の詳細を表４にまとめている 37）。
　第 24 条では、その目的や実現のための確保、措置など
が細かに示されている。清水は、「障害児教育分野のイン
クルーシブな教育は、ダンピング（障害児をサポートな
しで通常学級で学習させる行為＝投げ込み）ではなくサ
ポート付き教育であると要約できる。また、『サラマンカ
宣言と行動大綱』を踏まえるなら、インクルーシブな教
育は、障害者が通常学校から排除されないために通常教
育を改革していることを意味しているのである 38）」と主

張している。
　さらに玉村らは、「インクルーシブ教育は、通常学級に
障害児をただいっしょにすることでも、障害児学校の役
割を否定するものでもない。「場」の問題としてのみ狭く
とらえるべきではなく、教育全体を変革しながら、障害
児を含めたすべての子どもの教育を豊かに保障していく
ものである。通常学級か特別支援学級か特別支援学校か
という択一的な選択ではなく、障害児に必要な教育的ケ
アを総合的に保障する観点から検討していくことが必要
である 39）」としている。
　３つ目は、障害者権利条約のアクセシブルな形式での
教材化である。障害がある人たち、特に知的障害のある
人たちにも、障害がない人たちにも、あるいは子どもた
ちにも、条約の内容をわかってもらうという課題である。
　この「権利条約」に批准することで、ようやく日本も
国際的に足並みを揃えることができたのではなかろう
か。今後は、障害者を取り巻く社会の中で、具体的にど
のようにして実現していくかが我々に課せられた課題で
ある。

　５　「障害者差別解消法」の施行
　国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた
国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の
有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個
性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害
を理由とする差別の解消を推進することを目的として、

「障害者差別解消法」が 2013（平成 25）年６月に制定、
2016（平成 28）年４月１日から施行された 40）。

（１）「障害者差別解消法」について
　「障害者差別解消法」は、26 の条文と附則からできて
おり、①障害を理由に差別的取扱いや権利侵害をしては
いけない、②社会的障壁を取り除くための合理的配慮を
すること、③国は差別や権利侵害を防止するために啓発
や知識を広める取組を行わなければならない、と定めて
いる。
　また、「障害者差別解消法」は、「障害者基本法」を具
体的に実現するための法律でもある。「障害者基本法」第
４条（差別の禁止）は、①差別をする行為を禁止し、②
社会的なバリアを取り除くための合理的な配慮をしない
と差別になる、と定めている。特に４条の２において、
社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現
に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、
それを怠ることによって前項の規定に違反することとな
らないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮が
されなければならない、としている 41）。
　さらに、「障害者差別解消法」では、障害を理由とする
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表４　障害者権利条約第 24条

項目 内　　　容 目的、確保、措置等
１ 締約国は、教育についての障害者の権利を認める。締約

国は、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎
として実現するため、障害者を包容するあらゆる段階の
教育制度及び生涯学習を確保する。

（a） 人間の存在能力並びに尊厳及び自己の価値について
の意識を十分に発達させ、並びに人権、基本的自由
及び人間の多様性の尊重を強化すること。

（b） 障害者が、その人格、才能及び創造力並びに精神的
及び身体的な能力をその可能な最大限度まで発達
させること。

（c） 障害者が自由な社会に効果的に参加することを可能
とすること。

２ 締約国は、１の権利の実現に当たり、次のことを確保す
る。

（a） 障害者が障害に基づいて一般的な教育制度から排除
されないこと及び障害のある児童が障害に基づい
て無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育
から排除されないこと。

（b） 障害者が、他の者との平等を基礎として、自己の生
活する地域社会において、障害者を包容し、質が高
く、かつ、無償の初等教育を享受することができる
こと及び中等教育を享受することができること。

（c）個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。
（d） 障害者が、その効果的な教育を容易にするために必

要な支援を一般的な教育制度の下で受けること。
（e） 学問的及び社会的な発達を最大にする環境におい

て、完全な包容という目標に合致する効果的で個別
化された支援措置がとられること。

３ 締約国は、障害者が教育に完全にかつ平等に参加し、及
び地域社会の構成員として完全かつ平等に参加するこ
とを容易にするため、障害者が生活する上での技能及び
社会的な発達のための技能を習得することを可能とす
る。このため、締約国は、次のことを含む適当な措置を
とる。

（a） 点字、代替的な文字、意思疎通の補助的及び代替的
な形態、手段及び様式並びに定位及び移動のための
技能の習得並びに障害者相互による支援及び助言
を容易にすること。

（b） 手話の習得及び聾社会の言語的な同一性の促進を容
易にすること。

（c） 盲人、聾者又は盲聾者（特に盲人、聾者又は盲聾者
である児童）の教育が、その個人にとって、最も適
当な言語並びに意思疎通の形態及び手段で、かつ、
学問的及び社会的な発達を最大にする環境におい
て行われることを確保すること。

４ 締約国は、１の権利の実現の確保を助長することを目的
として、手話又は点字について能力を有する教員（障害
のある教員を含む。）を雇用し、並びに教育に従事する
専門家及び職員（教育のいずれの段階において従事する
かを問わない。）に対する研修を行うための適当な措置
をとる。この研修には、障害についての意識の向上を組
み入れ、また、適当な意思疎通の補助的及び代替的な形
態、手段及び様式の使用並びに障害者を支援するための
教育法及び教材の使用を組み入れるものとする。

５ 締約国は、障害者が、差別なしに、かつ、他の者との平
等を基礎として、一般的な高等教育、職業訓練、成人教
育及び生涯教育を享受することができることを確保す
る。このため、締約国は、合理的配慮が障害者に提供さ
れることを確保する。

外務省「障害者の権利に関する条約」より　筆者作成
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差別の解消に向けた施策の基本的な方向や、「対応要領」
や「対応指針」に盛り込むべき事項や作成に当たって留
意するべき点、相談、紛争の防止・解決の仕組みや地域
協議会などについての基本的な考え方などを示している

「基本方針」がある。国の行政機関や地方公共団体、民
間事業者などが取組を進める上で役立つよう「不当な差
別的取り扱い」や「合理的配慮」について、具体例や望
ましい事例を示すものとして、「対応要領」、「対応指針」
がある。これらのうち、国の行政機関等が自らの職員に
向けて示すものが「対応要領」、民間事業者の事業を担当
する大臣が民間事業者に向けて示すのが「対応指針」と
なっている 42）。

（２）合理的配慮（Reasonable accommodation）について
　合理的配慮の定義は、「障害のある子どもが、他の子ど
もと平等に『教育を受ける権利』を享有・行使すること
を確保するために学校の設置者及び学校が必要かつ適当
な変更・調整を行うことであり、障害のある子どもに対
し、その状況に応じて学校教育を受ける場合に個別に必
要とされるもの」であり、「学校の設置者及び学校に対し
て、体制面、財政面において、均衡を失した又は過度の
負担を課さないもの」である 43）。
　また、内閣府は、「障害のある子どもに対する支援に
ついては、法令に基づき又は財政措置により、国は全国
規模で、都道府県は各都道府県内で、市町村は各市町村
内で教育環境の整備をそれぞれ行う。これらは、合理的
配慮の基礎となる環境整備であり、それを『基礎的環境
整備』と呼ぶ。これらの環境整備は、その整備の状況に
より異なるところではあるが、これらを基に、設置者及
び学校が、各学校において、障害のある子どもに対し、
その状況に応じて『合理的配慮』を提供する」としてい 
る 44）。
　内閣府は、「『合理的配慮』は、障害者等の利用を想定
して事前に行われるバリアフリー化、介助者等の人道支
援、情報アクセシビリティの向上等の環境整備を基礎と
して、個々の障害者に対して、その状況に応じて個別に
実施される措置である。したがって、各場面における環
境の整備の状況により、合理的配慮の内容は異なること
となる。また、障害の状況等が変化することもあるため
特に、障害者との関係性が長期にわたる場合等には、提
供する合理的配慮について、適宜見直しを行うことが重
要である 45）」としている。
　合理的配慮は、「権利条約」でも教育条項において重要
な概念となっている。ここで、合理的配慮としてアメリ
カの例を挙げておこう。法的根拠としては障害者教育法

（IDEA）やリハビリテーション法 504 条がある。
　少人数の学級を前提として、比較的軽度な障害をもっ

た人に対しては、教室環境の調整（座席の位置、外部刺
激の軽減措置、教室環境の変更）、学習面の変更として
は、時間延長、教授速度の調整、ピアチューター、特別な
教材の利用、日課スケジュールの変更などがあり、その
子に合わせた対応がされる。また、試験・テストの修正
としては、時間の延長、様式の変更、テープや口頭にす
るなどがあり、さらに補助活用としては、手話通訳の配
置、コンピューターの利用がある 46）。また、文部科学省
は、合理的配慮の提供として考えられる事項については
教員、支援員等の確保、施設・設備の整備、個別の教育
支援計画や個別の指導計画に対応した柔軟な教育課程の
編成や教材等の工夫等を挙げ 47）、さらに障害種別の学校
における合理的配慮の観点を「教育内容」、「情報保障」、

「心理面での配慮」「支援体制」、「施設・設備」において
障害種に応じた配慮を詳細に示している 48）。
　具体的には、合理的配慮のそれぞれの障害共通の例と
して、バリアフリー・ユニバーサルデザインの観点を踏
まえた障害の状態に応じた適切な施設整備、障害の状態
に応じた専門性を有する教員等の配置、移動や日常生活
の介助及び学習面を支援する人材の配置、障害の状態を
踏まえた指導の方法等について指導・助言する理学療法
士、作業療法士、言語聴覚士及び心理学の専門家等の確
保、点字、手話、デジタル教材等のコミュニケーション手
段を確保、一人ひとりの状態に応じた教材等の確保（デ
ジタル教材、ICT 機器等の利用）、障害の状態に応じた
教科における配慮（例えば、視覚障害の図工・美術、聴
覚障害の音楽、肢体不自由の体育等）がある 49）。

Ⅲ　障害の概念の変遷

　「障害者権利条約」の意義として峰島らは、障害及び障
害者に関する新たな概念を示したことを挙げている。新
たな概念とは一体どのようなものなのであろうか。本章
では、障害の概念の変遷を見ていくことにする。

　１　�「国際障害分類（ICIDH）」から「国際生活機能
分類（ICF）」の成立まで

　WHO（世界保健機関）は「障害とは何か」という問
いを科学的な概念から整理することに着手し、病因や死
因、感染症などに関する国際的な統計を管理するための
共通コードとして 20 世紀初頭、「国際疾病分類（ICD）」
を作成した。これが活用される中で、急性期の症状やけ
がは治ったけれど、通常の社会生活を送るために保健・
福祉などの特別な継続的支援を必要とする人たちの問題
に焦点が当てられるようになった。その結果 1980（昭和
55）年に「国際障害分類（ICIDH）」が誕生したのであ
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る。「国際障害分類（ICIDH）」の英語表記で注目したい
のは、日本語で「障害」と一語で表記されている部分の
英語が「Impairments（機能障害、あるいは機能・形態
障害）」、「Disabilities（能力障害）」、「Handicaps 社会的
不利」の３つで表現されている点である 50）。これらを図
１に表している。茂木は、「ICIDH」は、障害は何かとい
うことを理論的に検討し、その障害モデルを明確な形に
して提示する試みでもあったとし、さらに障害を医学的
にだけでなく社会との関係においても把握する観点が導
入されていたのが重要な特徴であった 51）」と、示唆して
いる。さらに、峰島らも「『国際障害分類（ICIDH）』は
世界で初めて障害に３つのレベルがあることを定義し、
障害が社会的不利を生む可能性について言及した」とし
ている 52）。しかしながら、「国際障害分類（ICIDH）」は
機能・形態障害を背景とした能力障害や社会的不利を捉
えることに重点をおいたことによって、障害のマイナス
面を強調する結果となり、その不十分さを指摘する声が
上がり、2001（平成 13）年、世界保健機関（WHO）は

「国際障害分類（ICIDH）」を改定したものとして、「国際
生活機能分類（ICF）」を提起するに至った。「国際障害
分類（ICDIH）」から「国際生活機能分類（ICF）」への変
化の中に、医学モデルから医学・社会統合モデルへ、人
間と環境との相互作用モデルへと、この 20 年間の障害観
の発展が読み取れる。国連の動向としても、「国際障害者
年（1981）」や「国連・障害者の 10 年（1982 〜 92）」の
取組の中で、ノーマライゼーションの原理が広がった53）。
　障害者の定義という観点からは、1975（昭和 50）年
の「障害者の権利宣言」では、「『障害者』という言葉は
先天的か否かにかかわらず、身体的または精神的能力の
欠如のために、普通の個人または社会生活に必要なこと
を、自分自身で完全、または部分的に行うことができな
い人のことを意味する」54）とし、国際基準としては初め
て「障害者」を定義づけている 55）。これは基本的には、
機能障害があり、そのために活動障害または参加障害を
受けている人という趣旨の定義で、論理的といえる。そ
の後、国連は 2006（平成 18）年に「障害者権利条約」を

採択し、2008（平成 20）年に発効させた。第１条では、
「障害者には、長期的な身体的、精神的、知的又は感覚的
な機能障害であって、様々な障壁との相互作用により他
の者との平等を基礎として社会に完全かつ効果的に参加
することを妨げ得る者を含む」としている。ここでは、

「障害者の権利宣言」と比べてより念入りに漏れる機能障
害種別がないよう配慮しつつ、環境上の障壁との相互作
用により社会参加が妨げられているという新しい要素を
取り入れている 56）。
　日本の取組としては、「障害者対策に関する長期計画

（1982 〜 1992）」をさらに推し進め、ノーマライゼーショ
ンの理念のもとに「障害者対策に関する新長期計画」を
策定した。さらにこの計画を進めるため「障害者プラン
−ノーマライゼーション７か年戦略−」（1996 〜 2002）
を示した。2002（平成 14）年からは新しい国の障害者施
策である「障害者基本計画」が始まったのである。我が
国における障害がある子どもの教育に関する動向の背景
には、このような国際的・国内的な障害者観の転換とそ
れに対応した国全体の障害者施策の変化があったのであ
る 57）。

　２　国際生活機能分類（ICF）とは
　世界保健機関（WHO）は、1990（平成２）年から改定作
業を始め、約 10 年かけて、2001 年改訂版「国際生活機能
分類（International Classification Functioning,Disability 
and Health,Geneva）」を公表した。これは、従来の分類
がややもすれば機能的障害⇒能力障害⇒社会的不利とい
うようにベクトルが一方の方向に作用することのみに見
られがちなことに対する批判に応えようとしたものであ
る 58）。図２は、ICF の構成要素間の相互作用を示してい
る。各要素の定義を述べる 59）。
・ 「心身機能」は、身体系の生理的機能（心理的機能を含

む）である。
・ 「身体構造」は器官、肢体とその構成部分などの、身体

の解剖学的部分である。
・ 「活動」は、課題や行為の個人による遂行である。

図１　�ICIDH：WHO国際障害分類（1980）の障害構造モデル
　　　DINF（障害保健福祉研究情報システム）より�筆者作成
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・ 「参加」は、生活・人生場面への関わりである。
・ 「環境因子」は、人々が生活し、人生を送っている物

的・社会的・態度的環境である。
・ 「個人因子」は、個人の人生や生活の特別な背景であ

る。
　今回の改訂は、図２に示すように、ベクトルの相互作
用を重視、つまり環境要因を重視したのである。さらに
言葉自体もできるだけマイナスのイメージを避け、「障
害」という面だけではなく、人としての生活機能という
面から分類したことは大きな改善である。そして、障害
のある人の「生き方」まで視野に入れることの大切さを
示している。「活動」や「参加」の状況を分析する形でそ
の視野を大きく広げたのである 60）。
　佐藤らは、「21 世紀に入り先進諸国では、施設・病院
から地域へとノーマライゼーションの見通しがある程度
立ち、空間的に地域生活が実現した重度障害者が自分と
自分の人生に満足できているかどうか、自信をもって社
会参加できているかどうか、ということがますます大き
な問題となる。その意味で、ICF は、環境の導入などで
満足していてはいけない。心身機能・身体機能および活
動の次元はリハビリテーション・アプローチの対象であ
り、これに加えて主体・主観という独立した要素を位置
づけてエンパワ―メント・アプローチの対象とすべきで
はないか 61）」と主張している。
　第Ⅰ章から第Ⅲ章においては、ノーマライゼーション
の理念、国際連合及び日本における障害者施策の取組に
関して、「障害者の権利条約」までを日本の施策とも合わ
せて述べ、さらに障害の概念の変遷について述べた。こ
れらのことを大まかにまとめたのが表５である。

Ⅳ　特別支援教育に至るまでの歴史的経緯

　文部科学省の「今後の特別支援教育の在り方について
（最終報告）」によれば、「これまでの特殊教育は、障害の
種類や程度に対応して教育の場を整備し、そこできめ細
かな教育を効果的に行うという視点で展開されてきた。
具体的には、障害の状態によって就学の猶予又は免除を
受けることを余儀なくされている児童生徒が多くいる事
態を重く受け止めて、教育の機会を確保するため、障害
の重い、あるいは障害の重複している児童生徒の教育に
軸足を置いて条件整備が行われてきた」という。また、
現状認識として「特殊教育諸学校（盲・聾・養護学校）
若しくは特殊学級に在籍する又は通級による指導を受け
る児童生徒の比率は近年増加しており……重度・重複障
害のある児童生徒が増加するとともに、LD、ADHD 等
通常の学級等において指導が行われている児童生徒への
対応も課題になるなど、障害のある児童生徒の教育につ
いて対象児童生徒数の量的な拡大傾向、対象となる障害
種の多様化による質的な複雑化も進行している 62）」とあ
る。
　障害のある子どもたちの教育は初めから準備されてい
たものではなく、障害児教育の歴史は、障害のある子ど
もたちの教育を受ける権利を保障する歴史であるといっ
ても過言ではない。
　本章においては、特別な場で指導を行う「特殊教育」
から教育の場を限定しない「特別支援教育」への歴史的
転換を重視し、障害のある子どもたちの就学猶予・免除
ヘの経緯、養護学校設置への経緯、それに「教育の場」
にも注目して、特別支援教育成立までの歴史的な動向を
述べる。

図２　ICF：国際生活機能分類（2001）の生活機能構造モデル
　　　DINF（障害保健福祉研究情報システム）を参考に筆者作成
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表５　国際連合及び日本の障害者施策

年 国際連合障害者施策 日本の障害者施策
1950（昭和 25）年 ・ 「身体障害者の社会リハビリテーション決議」採

択（第 11 回国連経済社会理事会）
1970（昭和 43）年 ・「心身障害者対策基本法」公布
1971（昭和 46）年 ・ 「知的障害者の権利宣言」採択（「第 24 回国連総会）
1975（昭和 50）年 ・「障害者の権利宣言」採択（第 30 回国連総会）
1976（昭和 51）年 ・ 「国際障害者年（1981）決議採択（テーマ「完全

参加と平等）
1979（昭和 54）年 ・ 「国際障害者年行動計画」採択（第 34 回国連総会）

・「知的障害者の権利宣言」
1980（昭和 55）年 ・ 世界保健機関（WHO）、「国際障害分類試案

（ICIDH-1）
1981（昭和 56）年 ・国際障害者年（完全参加と平等） ・日本が国際連合に加盟
1982（昭和 57）年 ・障害者対策に関する長期計画（1982）

・「障害者に関する世界行動計画」
・「障害者に関する世界行動計画の実施」
・ 「国際障害者の十年」（1983 〜 1992）の宣言（第

37 回国連総会）

・「障害者対策に関する長期計画」（〜 1992）

1983（昭和 58）年 ・国連障害者の十年（1983 〜 1992）　 「障害に関する用語の整理に関する法律」公布
1987（昭和 62）年 ・ 「障害者対策に関する長期計画」後期重点施策

（1987）策定
1989（平成元）年 ・「子どもの権利条約」採択（第 44 回国連総会）

・国際障害分類（ICIDH）  誕生
・ 「アジア太平洋障害者の十年」
　1993 〜 2002, 2003 〜 2012, 2013 〜 2022

1993（平成５）年 ・ 国際連合で「障害者の機会均等化に関する基準
規則」採択

・「障害者の機会均等に関する基準規則」採択

・「障害者基本法」公布
・「障害者対策に関する新長期計画」
・「障害者基本法」公布（個人の尊厳・社会参加）
・ 「障害者対策に関する新長期計画」（ノーマライ

ゼーションの理念を施策に導入）
・「アジア太平洋障害者 10 年」ヘの対応

1994（平成６）年 ・ UNESCO 主催、特別なニーズ教育に関するサラ
マンカ声明と行動大綱

・厚生省、初の障害者白書刊行
・ 「障害者対策に関する新長期計画−全員参加の

社会づくりをめざして−」
1995（平成７）年 ・障害者対策推進本部「障害者週間」設定

・ 「障害者プラン（ノーマライゼーション７カ年計
画）」を設定

1997（平成９）年 ・ 「障害者の雇用の促進に関する法律」改正、知的
障害者を雇用率の対象に含める。

1999（平成 11）年 ・ 世界保健機関（WHO）、ICIDH-2 回改訂草案活
動の制限と参加の制限の制約を導入

2000（平成 12）年 ・ UNESCO、世界教育会議、万人のための教育に
向けた「ダカール行動枠組み」採択

2001（平成 13）年 ・ 世界保健機関（WHO）、ICIDH を改訂し「国際
生活機能分類」（ICF）採択                                                                           

・ 第56回国連総会でメキシコ大統領が権利条約を
提起、特別委員会の設置の決議

2002（平成 14）年 ・ 「第２次アジア太平洋障害者の十年」決議の採択
（2003 〜 2012）

・第１回特別委員会（障害者権利条約へ向けて）

・「障害者基本計画」が始まる。

2003（平成 15）年 ・第２回特別委員会
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　１　寺子屋における障害児教育のきざし
　ギリシア、初期ローマ時代における障害児の遺棄致死
のいい伝えは惨酷であるが、我が国でも近年、古事記 63）、
日本書紀 64）にある蛭児神話が、心身障害をもつ子どもが
古代にも川や山谷に捨てられたであることを物語るもの
として指摘されている。
　仏教伝来後は、障害の出現は因果応報説と結びつき迷
信がいっそう強くなり、加持祈祷による治癒を図ること
が盛んであったが、聖徳太子（574−622）や光明皇后

（701−760）などの仏教思想に基づく宮廷慈悲の例や行
基（668−749）による仏教的慈善の伝布も伝えられ、そ
の対象となった孤児・捨子・貧窮者の中に、障害者も混
じっていたことが挙げられている。室町中期から戦国を
経て徳川初期にかけて、庶民の生活は窮乏を増し、堕胎・
子殺しが多く行われたが、一方では切支丹救済も行われ 
た 65）。
　そのような状況の中で、障害児教育は、盲人の職業教
育を中心に成立・展開してきた 66）。1185（文治元）年平
氏が壇ノ浦で滅亡し、1230（寛喜２）年ごろ『平家物語』
が書かれるが、これは当初から盲琵琶法師に語らせるた
めに書かれたものであると言われている。『平家物語』を

語ることによって、盲人は芸能者としての社会的地位を
得て、自立の道を獲得していったのである 67）。盲人を除
く、聾唖者や、肢体不自由者たちは、ある種の職種を仲
間の職能としてもち、自分たちの利益を守るといった組
織的な生き方は持たなかったのである 68）。
　その後、江戸中期以降の寺子屋においては盲児、聾唖
児、肢体不自由児、精神遅滞児を含めてかなりの数の子
どもたちが教育を受けていた 69）。表６は、乙竹岩造が指
導し３カ年にわたって集められた各地古老の追想記録整
理結果の該当部分を抜き出したものである。調査対象と
なった 3090 校のうち 266 校が盲・聾唖児を主体とし肢
体不自由児なども含めた障害児童を在籍させていたので
ある。これら障害児のうちでは聾唖児の数が最も多かっ
たそうであるが、これは寺子屋のカリキュラムが習字を
主体としていたことによるとも解釈できる。肢体不自由
児が通学したのは、こうした児童の職域が限定されて
おり、文筆に関連した仕事に就くためであったからであ 
る 70）。とはいえ、加藤らは、「大多数の障害児はその障害
故にこのような通学の機会すら与えられなかった 71）」と
述べている。
　藤本らは、「明治後期から大正前期にかけて」を「障害

年 国際連合障害者施策 日本の障害者施策
2004（平成 16）年 ・第３回特別委員会

・第４回特別委員会
・「発達障害者支援法」成立

2005（平成 17）年 ・第５回特別委員会
・第６回特別委員会

・ 「発達障害者支援法」施行により、発達障害の早
期発見・支援、学校教育や就労・生活における
発達障害者への支援を開始

2006（平成 18）年 ・第７回特別委員会
・第８回特別委員会
・ 第 61 回国連総会本会議において「障害者権利条

約」を採択
2007（平成 19）年 ・障害者権利条約の署名への開放 ・日本が「障害者権利条約」に署名
2008（平成 20）年 ・「障害者権利条約」の効力発生
2011（平成 23）年 ・ 「障害者の虐待の防止、障害者の養護者に対する

支援等に関する法律」
・改定「障害者基本法」公布

2013（平成 25）年 ・ 「第３次アジア太平洋障害者の十年」決議の採択
（2013 〜 2022）

・日本で「障害者権利条約」締結の国会承認
・ 「障害者基本計画」（2013）策定（25 年度〜 29 年

度期間）
・ 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する

法律」
・「障害者基本計画」策定

2014（平成 26）年 ・日本が「障害者権利条約」を批准
・日本について「障害者権利条約」が発効

2016（平成 28）年 ・「障害者差別解消法」施行

外務省（人権外交）「障害者を巡る国際的な動き」、中村満紀夫　荒川智『障害児教育の歴史』2003、笹本健『今後の教育
の展開に向けて−意識改革の本来的意義−』プロジェクト研究 ｢21 世紀の特殊教育に対応した教育課程の望ましいあり方
に関する基礎的研究｣ 2004、玉村公二彦　中村尚子『障害者権利条約と教育』2008　p. 21 をもとに筆者作成
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児教育における慈善主義の支配とその克服への志向」と
している。またその時期を、日露戦争を境に前半と後半
に分けている。前半期の特徴は、「明治前期に存在した
否定的な流れが、障害児を義務教育から合法的に排除す
る就学猶予・免除制度などの確立となり、放任政策（慈
善主義）が国策として基本的に支配していった点にあ 
る 72）」と示唆している。
　本節以降は、障害児教育の変遷を整理しながら進める
ために、藤本らの区分を参考にしながら述べていくこと
にする。

　２　�障害児教育における慈善主義の支配とその克服ヘ
の志向（明治後期から大正期）

　1872（明治５）年の学制では「此外廃人学校アルヘシ」
と規定された。しかし、これは明治政府が殖産興業・富
国強兵の理念のもとに上から与えたものであった。将来
あれば望ましいという意味合いが「廃人学校アルヘシ」
という消極性に表れている。
　表７は、「就学義務の猶予・免除規定」を表している。
小学校令が第一次、第二次改定されていく中で、就学猶
予・免除の対象が具体的に区分されるようになり、障害
児は義務教育の対象外となっていった。「第三次小学校
令」では、「発育不全」（「病弱又は発育不完全」）などの
場合は猶予の対象に、障害児（「瘋癲白痴又は不具廃疾」）
は免除の対象にという分類がなされた。さらに、「国民学
校令」では、「保護者の貧窮」が猶予・免除の事由から外
されたため、「学校に行けない者」＝「障害児」という図
式が成立したのである 73）。山口は、「日本における障害
児教育の成立としての学校は、公教育の状況では無理で、
公教育の枠外で努力がなされ成立したのである 74）」と述
べている。
　明治 30 年代を中心に地方において生活・教育要求に

基づいて私立盲啞学校が相次いで設立された。東京盲啞
学校において日本訓盲点字の確立もあり、教育方法の発
展によって教育の可能性が増大し、関係者は盲聾教育振
興の要求を高めていった。そして、東京盲啞学校は、全
国に先がけて聾啞学校と盲学校に分離していったのであ 
る 75）。
　1907（明治 40）年、国は師範学校の充実を掲げ、師範
学校附属小学校の実践の一環として、附属小学校に「特
別学級」を設置することを奨励し、岩手、大阪、長野、
福岡女子の各師範学校等に「特別学級」が設置されたが、
各地の師範学校附属のエリート化が進み、必ずしも十分
な役割を果たしたとは言えなかった 76）。
　他方、石井亮一（1867−1937）の滝乃川学園を先がけ
として、脇田良吉（1875−1948）の白川学園、川田貞治
郎（1879−1959）の日本心育園（後に藤倉学園）、岩崎
佐一（1876−1962）の桃花塾などの知的障害者施設が、
先覚者の私的努力によって創設されていった。病弱関係
では、結核予防団体の白十字会による茅ヶ崎林間学校が
設立されていった 77）。肢体不自由教育においては、1921

（大正 10）年に柏倉松藏（1882−1964）により「柏学園」
が開設された 78）。

　３　�大正デモクラシーの高揚と障害児教育の発展（大
正後期から昭和初期）

　第一次世界大戦後における大正デモクラシーの高揚
は、障害児教育を大きく前進させる契機となった。原敬
内閣は、従来の「慈善（救済）事業」から「社会連帯」
思想に基づく「社会事業」や「児童保護事業」の積極的
推進へと政策を転換し、それと連動して文部省も普通学
務局第四課（1919 年設置→社会教育課）を中心に、「社
会教育」の一環として障害児教育の積極的振興に乗り出
したのである。この転換には、「救貧→防貧→教育」へと

表６　特殊児童（主として盲・聾唖）の通学の有無

地域 通学あり 通学なし 不詳 計
関東地方 43 校 342 校 37 校 423 校
奥羽地方及び北海道 46 　 249 　 19 　 314 　
中部地方 60 　 613 　 53 　 726 　
近畿地方 57 　 629 　 39 　 725 　
中国地方 17 　 300 　 26 　 343 　
四国地方 24 　 247 　 18 　 289 　
九州及び沖縄県 19 　 231 　 21 　 271 　
全国計 266 　 2611 　 213 　 3090 　

乙竹岩造『日本庶民教育史』目黒書店　1929　中・下巻
加藤康昭　中野善達『わが国の特殊教育の成立』東峰書房　1967　p. 118 を参考に筆者作成
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いう障害者政策における発想の転換があった。個々人の
人格と権利を尊重して「教育の機会均等」を徹底し、そ
の「能率」を最大限に発揮させて「社会的能率」や「文
化」の向上に貢献させていくことが「デモクラシー」で
あるという時代思潮が障害児教育の振興・発展を根底か
ら支えていた。このようにして障害児教育は、先覚者に
よる私的個別的発展の段階から公的組織的発展の段階へ
と移行したのである 79）。
　1922（大正 11）年に７月には、就学義務規定は欠いた
ものの「普通教育」の保障を明記した「盲学校及聾唖学
校令」が制定された 80）。盲聾以外の「特殊児童」の教育
においては、1920（大正９）年に東京市の林町小学校の
校内の「教育能率」を高めるため、「特別学級」（促進学
級）が設置された。ピーク時（1923［大正 12］年）には、
463 学級あったが、昭和恐慌による財政難の影響で後退
を余儀なくされた。また、軍国主義の台頭・支配もあっ
て、軍事力（兵力）に積極的に貢献しない知的障害学級
は減少の一途を辿った。
　病虚弱児教育は、東京市においては「能率」増進の観
点から「体の強弱によって児童を分類して教育するのは
きわめて合理的」として、1926（大正 15）年から「特別
学級」が設定されていった。
　肢体不自由教育では、高木憲次（1889−1963）が 1929

（昭和４）年より本格的に「手足不自由なる児童」のため
の学校建設に取り組み、1932（昭和７）年日本で最初の
公立の肢体不自由児学校である東京都立光明学校の開設

を実現させるに至った 81）。

　４　�昭和ファシズムと障害児教育の変容・崩壊（十五
年戦争期）

　この時期は、戦争を回避する方向と侵略によって軍事
的に解決する方向という２つの対抗軸を生み出したが、
結局後者の超国家主義的・軍国主義的な流れが、前者の
弾圧に勝利して支配的となり、戦時体制を担う「皇国民
錬成」の障害児教育へと徐々に変容し、破滅の道を進ん
でいった 82）。
　1941（昭和 16）年「国民学校令」が公布された。しか
し、これは教育における戦時体制の仕上げともいうべき
法令であった 83）。
　盲聾唖教育の義務制実施は結局見送られ、戦後に持ち
越しとなったのである。また、それ以外の障害児教育は、
同令施行規則第 53 条及びその下位の文部省令において

「盲・聾唖以外の障害児教育機関が「養護学校（学級）」
という名称で初めて法令上に登場した。1941（昭和 16）
年に太平洋戦争が開始され、盲・聾唖学校生徒は学徒動
員により銃後の支えを担わせられたものの、基本的に障
害児・者は、戦争に役に立たないものとみなされ「非国
民」「穀潰し」と蔑まれ、人間としての尊厳を極度に冒瀆
されていったのである 84）。

　５　憲法・教育基本法制の成立と障害児教育
　1945（昭和 20）年８月 15 日、日本はポツダム宣言を

表７　就学義務の猶予・免除規定

法　　　　令 就学義務の猶予 免　　　　除
第一次小学校令

明治 19. 4
1886

事由：疾病、家計困窮、
其他止ムヲ得サル事故

（府県知事県令の許可）

な　　し

第二次小学校令
明治 23. 10

1890

事由：貧窮、疾病、其他巳ムヲ得サル事故
（監督官庁の許可を受けて市町村長が）

第三次小学校令
明治 33. 8

1900

事由：病弱ハ発育不完全 事由：瘋癲、白痴又ハ不具廃疾
事由：保護者の貧窮

（いずれも監督官庁の認可を受けて市町村長が）
国民学校令
昭和 16. 3

1941

事由：病弱、発育不全其ノ他巳ム
ヲ得サル事由

（市町村長は地方長官に報告）

事由：瘋癲、不具廃疾
（地方長官の認可を受けて市町村
長が）

学校教育法
昭和 22. 3

1947

事由：病弱、発育不全その他やむを得ない事由
（監督官庁の定める規定により、都道府県教委の認可を受けて市町村
教委が）

荒川勇　大井清吉　中野善達　『日本障害児教育史』福村出版　1976　p. 47 をもとに筆者作成
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受諾した。戦後の障害児教育は、聾教育関係者がいち早
く再建に立ち上がることによって開始された。また、米
国教育使節団の報告書は、①年齢相応の各学校段階にお
いて心身障害児に注意を払うこと、②盲児、聾児及び通
常の学校ではそのニーズを十分満たせない重いハンディ
キャップをもつ児童のために、別個の学級・学校が用意
されるべきこと、③心身障害児の教育は義務教育法で規
定すること、を明記したのである。以後、障害児教育は
学校教育の一環に位置づけられていった 85）。しかしなが
ら、山口は、「1947（昭和 22）年に公布された学校教育
法は、障害児教育の場を義務教育制度の一環とした点で
画期的であったが、義務化延期と就学猶予・免除規定は、
日本国憲法及び教育基本法の理念を十分反映したものと
は言えず、障害児教育の大きな課題となった 86）」と述べ
ている。ただし、盲・聾学校に関しては 1948（昭和 23）
年４月に「盲学校及び聾学校の就学義務及び設置義務に
関する政令」が公布され、学年進行ではあるが、義務制
が実施された 87）。
　その後、1953（昭和 28）年６月に特殊教育の内部の整
備である「教育上特別な取り扱いを要する児童生徒判別
基準について」が作成され、文部省事務次官名で関係通
達された。これにより、特殊教育の対象である「障害児」
の基準が明確に示されたのである。これ以降、時代状況
の変化に応じて「判別基準」は改定されていくが、障害
の程度によって教育の場が振り分けられる契機になった
という点で、この通知は重要になるのである 88）。
　1967（昭和 42）年４月、文部省は「特殊教育総合研究
調査協力者会議（以下調査協力者会議）」（座長辻村泰男）
を発足させた。同会議は 1969（昭和 44）年３月に、「特
殊教育の基本的施策のあり方について」（いわゆる辻村報
告）を発表した。そこでは、「特殊教育の改善充実のため
の基本的な考え方として」として、①「心身障害児の能
力・特性等に応じ、柔軟で弾力的な教育的取り扱いをす
ること」②「普通児とともに教育を受ける機会を多くす
ること」③「早期教育および義務教育以後の教育を重視
すること」④「すぐれた教員を養成し、確保すること」
⑤「一般社会に対する啓発活動を徹底すること」という
方針が提言されている。障害児学校、学級における指導
だけでなく、今日でいう通級指導や交流教育などの多様
な教育の場を教育的統合の観点から整備すること、在宅
児や医療・福祉機関にいる子どもへの教員派遣といった
重度障害児の教育保障を進めることが述べられ、1980 年
代以降の障害児教育政策を先取りするような先駆的な内
容が示されている 89）。
　この調査協力者会議では、辻村泰男座長から「大学の
医学部に附属病院が不可欠であると考えられているのと

同様に教育研究所にも学校を置くことが不可欠である」
という提案があった。この提案は協力者の大方の賛成を
得ることができ、1971（昭和 46）年に国立特殊教育研究
所が設立され、1973（昭和 48）年に国立久里浜養護学校
が開設されることになったのである。国立久里浜養護学
校は約 31 年間にわたり重度・重複障害児に対する教育実
践を行った 90）。
　文部省は、辻村報告を受け、1972（昭和 47）年、「特殊
教育拡充整備計画」を策定した。昭和 40 年代から障害児
教育に関する民間教育運動、親の会や教育関係団体の運
動は活発となり、義務化実施の要求が高まってきた。こ
うした世論の動向や養護学校の整備状況を踏まえ、1973

（昭和 48）年 11 月、ようやく養護学校義務制実施の予告
が出された。それは「学校教育法中養護学校における就
学義務及び養護学校の設置義務に関する部分の施行期日
を定める政令」として示され、1979（昭和 54）年度から、
養護学校義務制実施が確定したのである 91）。

　６　特殊教育から特別支援教育へ
　サラマンカ声明以降、「特別ニーズ教育」の考え方が
日本に浸透し、その内外動向に対応して 2001（平成 13）
年に文部省が「特殊教育課」を「特別支援教育課」に課
名変更し、以後地方教育行政・関係団体等において「特
殊教育」から「特別支援教育」に名称変更する動きが進
行した 92）。
　21 世紀の特殊教育に関する調査研究協力者会議が
2001（平成 13）年１月にまとめた「21 世紀の特殊教育の
在り方について（最終報告）」において、障害のある児童
生徒等の視点に立った一人ひとりのニーズに応じた教育
的支援の在り方が提言された。これを受けて、2002（平
成 14）年には就学基準の改正と認定就学制度が開始され
た。就学基準の改正については、就学基準が厳密なもの
から、弾力的なものに改められた 93）。つまり、対象児に
関する考え方が、医学的な疾患だけではなく、教育的な
活動の支援を加味した総合的なものとの考え方に変わっ
てきているのである 94）。
 　また、就学手続きの弾力化については、「障害のある
児童生徒の就学について」（文部科学省）が出されたこと
により、「認定就学制度」が始まった。これで「市町村
の教育委員会は、就学基準に該当する障害のある者を認
定就学者として小学校又は中学校に就学させることがで
きる」ようになったのである。また、就学先を判断する
際には慎重な判断を求めており、「専門家の意見や保護
者の意見を聴いて、児童生徒にとって最もふさわしい教
育を行うという視点に立って適切に判断すること」とあ
る。それまで、就学先の決定は専ら「専門家」が行うこ
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ととされていたが、ここで初めて保護者の意見も重視さ
れることとなったのである 95）。さらに、特別支援教育の
在り方に関する調査研究協力者会議が 2003（平成 15）年
３月にまとめた「今後の特別支援教育の在り方について

（最終報告）」では、障害の程度に応じて適切な教育的支
援を行う「特別支援教育」への転換を図ることが目指さ
れている。2004（平成 16）年 12 月には発達障害者に対
する生活全般にわたる支援の促進等を図るための「発達
障害者支援法」が成立し、2005（平成 17）年４月から施
行されている。中央教育審議会は 2004（平成 16）年２
月に初等中等教育分科会に特別支援教育特別分科会を設
置して、特別支援教育を推進するための制度の在り方に
ついて検討を重ね、2006（平成 17）年 12 月に「特別支
援教育を推進するための制度の在り方について（答申）」
をまとめている。この答申に基づいて、障害の程度等に
応じ特別の場で指導を行う「特殊教育」から障害のある
児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じて適切な教育
的支援を行う「特別支援教育」への転換と、盲・聾・養
護学校の「特別支援学校」への転換、小・中学校等にお
ける特別支援教育の推進に向けて学校教育法等の一部改
正が 2007（平成 18 年）６月になされ、2008（平成 19）
年４月から従来の特殊教育の対象の障害だけでなく発達

障害も対象に含めて特別支援教育が開始されたのであ 
る 96）。
　
　本章においては、障害のある子どもたちが就学猶予・
免除となった経緯、養護学校義務制への経緯を「教育の
場」にも注目しながら述べてきた。これらのことをまとめ
たのが、表８である。なお、表８は特殊教育から特別支
援教育への歴史的経緯の中で教育の対象の観点から「就
学猶予・免除」、「辻村報告」、「養護学校義務制」、「就学
基準の改正」、「ニーズに基づく特別支援教育」について
も時系列で記述している。

おわりに　

　本研究では、ノーマライゼーションの理念について、
国連及び日本における障害者施策の動向、障害の概念の
変遷、障害のある児童生徒の「教育の場」にも注目しな
がら特別支援教育に至るまでの歴史的な経緯を述べてき
た。
　特別支援教育は、これまでの特殊教育の対象の障害だ
けでなく、知的な遅れのない発達障害も含めて、特別な
支援を必要とする幼児児童生徒が在籍する全ての学校に

表８　障害児教育の動向

年代 法　　令 年代 教育の場に関する動向 対象となる児童生徒
江戸時
代中期
以降

藩校・寺子屋における
障害児教育の試み

1872 学制頒布 「廃人学校アルヘシ」
1878 1878 京都に盲啞院設

立
1880 改正教育令公布　就学督促と不就学理由の

明確化
1880
1885

東京楽善会訓盲院で授
業開始
楽善会訓盲院文部省へ
移管

1886 第一次小学校令公布　義務教育制度確立
障害児の就学猶予を規定

就学猶予・免除
・ 第一次、第二次と改定される中で就学猶

予・免除の対象が具体化され、「障害児」
は義務教育の対象外となる。

・ 第三次小学校令で、「発育不全（病弱又は
発育不全）」などの場合は、猶予の対象
に、「障害児（瘋癲白痴又は不具廃疾）」
は、免除の対象にという分類がなされ
る。

・ 障害児教育の成立としての学校は、公教
育外の努力で成立していった。

1890
1900

第二次小学校令公布
第三次小学校令公布
就学猶予・免除の対象が具体的に区分され、

「障害児」は、義務教育の対象外となる。
第三次小学校令で「発育不全」（「病弱又は
発育不全」）などの場合は、猶予の対象に、

「障害児」は（瘋癲白痴又は不具廃疾」）は
免除の対象にという分類がされる。

1896
1909
1910
1911
1916
1921

長野県長野尋常小学校
に晩熟生学級設置
脇田良吉　白川学園設
置　東京盲学校設置
東京聾唖学校設置
川田貞治郎　日本心育
園創設
岩崎佐一　桃花塾創設
柏倉松藏　柏学園創設

1922 盲学校及聾啞学校令公布 1932
1933
1940

東京私立光明学校設立
東京市南山尋常小学校
に弱視学級設置
大阪市立思斉学校設立
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年代 法　　令 年代 教育の場に関する動向 対象となる児童生徒
1941 国民学校令　「保護者の貧窮」が猶予・免除

の対象からはずされる。
1942 整枝療護園設立 ・ 保護者の困窮が猶予・免除の対象から外

され、障害児が免除の対象となった。
1947 教育基本法、学校教育法公布

学校教育法施行規則
中学校の就学義務並びに盲学校及び聾学校
の就学義務及び設置義務に関する政令

1947 国立教育研修所内に特
殊学級設置

・ 学校教育法は義務教育制度の一環とした
が、就学猶予・免除の規定は残る。

1950 盲学校及び聾学校の就学義務に関する政令 1950 山梨県立盲学校盲聾唖
児の教育開始

1953 文部省初等中等教育局長、「教育上特別な取
り扱いを要する児童・生徒の判別基準につ
いて」通知
学校教育法施行令（政令）制定

1958 公立重症心身障害児施
設秩父学園創設

1959 中央教育審議会「特殊教育の充実振興につ
いて」答申

1959 岡山市立内山下小学校
難聴学級設置

1961 学校教育法改正、第六章特殊教育は大幅に
改正

1967 特殊教育総合研究調査協力者会議、「特殊教
育の基本的な施策のありかたについて」（辻
村報告）

辻村報告
・ 座長の辻村泰男の、教育研究所にも学校

をおくことが不可欠であるという提案
で、国立久里浜養護学校が設立される。

・ 対象は、就学免除や猶予が適用され、公
立の特殊教育諸学校に入学できなかっ
た児童を受け入れたが、常態的に医療的
ケアが必要な重度の障害児は対象から
外した。

1973 学校教育法中養護学校における就学義務及
び養護学校の設置義務に関する部分の施行
期日を定める政令

1971

1973

国立特殊教育総合研究
所設置
国立久里浜養護学校開
設

1978 特殊教育に関する研究調査会、「軽度心身障
害者に対する学校教育の在り方」報告
文部省「教育上特別な取扱を要する児童・
生徒の教育措置について」通達

1978 養護学校義務制
・ 就学義務の猶予又は、免除については、
「治療又は生命・健康の維持のため療養
に専念することを必要とし、教育を受け
ることが困難又は不可能な者について
は、保護者の願い出により、就学義務の
猶予又は免除の措置を行うこと。なお、
就学義務の猶予、免除の措置については
慎重に行うこと、とある。

　 （1978 年 10 月６日　文部省初等中等教
育局長通達「教育上特別な取扱を要する
児童・生徒の教育措置について」）通達

1979 養護学校義務制実施 1979 養護学校義務制実施
1982 文部省「心身障害児に係る早期教育及び後

期中等教育の在り方について」報告
1999 特殊教育諸学校の幼稚部教育要領、小学部・

中学部・高等部の学習指導要領改訂、「養
護・訓練」が「自立活動」に改められる。

2001 文科省「21 世紀の特殊教育の在り方につい
て〜一人一人のニーズに応じた特別な支援
の在り方について〜（最終報告）」

就学基準の改正
・ 特別な教育的ニーズに応じた教育を行う

ため、学校教育法施行令第 22 条の３に
規定する盲・聾・養護学校に就学すべき
児童生徒の障害の程度に関する基準を
医学、科学技術等の進歩を踏まえ、教育
的、心理学的、医学的な観点から見直す
こと。

　 　また、市町村教育委員会が、児童生徒
の障害の種類、程度、小・中学校の施
設・設備の状況等を総合的な観点から判
断し、小・中学校において適切に教育を
行うことができる合理的な理由がある
特別な場合には、盲・聾・養護学校に就
学すべき児童生徒であっても小・中学校
に就学させることができるよう就学手
続きを見直すこと。

　 2002 年１月　文科省「21 世紀の特殊教
育の在り方について〜一人一人のニー
ズに応じた特別な支援の在り方につい
て〜（最終報告）」

2002 文部科学省「学校教育法施行令の一部を改
正する政令」及び「障害のある児童生徒の
就学について（通知）」により、就学基準を
改め、障害児の小・中学校への就学手続き
を弾力化。

2003 文部科学省「今後の特別支援教育の在り方
について（最終報告）」

2004 文部科学省「小・中学校におけるLD, ADHD
（注意欠陥／多動性障害）、高機能自閉症の
児童生徒への教育支援体制の整備のための
ガイドライン（試案）」
中央教育審議会「特別支援教育を推進する
ための制度の在り方について（中間報告）」
で、盲・聾・養護学校の「特別支援学校」

（仮称）」ヘの転換、小・中学校における「特
別支援教室（仮称）」　の研究開発、教員免
許制度の見直しを提言
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おいて実施されるものである。この点においては、特別
支援学校のセンター的機能として「小中学校等に在籍す
る障害のある児童生徒等の教育について、必要な助言・
指導を行うよう努めること」と「特別支援教育の推進に
ついて（通知）」で明記されている。
　また、「特別支援教育の在り方について（最終報告）」

（2003）では、「特殊教育教諭免許状保有率が特殊教育諸
学校の教員の半数程度であるなど専門性が不十分な状況
であること、専門性の向上のためには、個々の教員の専
門性の確保はもちろん障害の多様化の実態に対応して幅
広い分野の専門家の活用や関連部局間及び機関間の連携
が不可欠であることが挙げられている。さらに、教育の
方法論として、障害のある児童生徒一人ひとりの教育的
ニーズを専門家や保護者の意見を基に正確に把握して、
自立や社会参加を支援するという考え方への転換が求め
られていることも挙げるとともに、近年の厳しい財政事
情等を踏まえ、既存の人的・物的資源の配分について見
直しを行いつつ、また、地方分権にも十分配慮して、新
たな体制・システムの構築を図ることが必要である 97）」
としている。
　公立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校では、学校
教育活動上の日常生活の介助や、学習上の様々な支援を
行う「特別支援教育支援員」の配置もなされた。関係機
関との連携も特別支援教育を実施していくためには重要
である。支援が必要な幼児児童生徒を間におき、様々な
立場の人たちが連携しながら特別支援教育は進められな
ければならないのである。特別支援教育に携わる人たち
がチームを組み、支援を必要とする幼児児童生徒へより
的確に支援する特別支援教育実施のための専門性向上等
に努めていくことが今後の課題の一つである。
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Change from Special Education for the Special Needs Education

: The Historical Background and Recent Trend

Emiko Fukuyama
Osaka University of Comprehensive Children Education Graduate School

Abstract
　In 2006, the “Law to Amend Part of School Education” was announced, and since 2007, there has 
been a shift from traditional special education to special needs education. This study aims to clarify 
the various angles of the recent trend from special education to special needs education, based on the 
shift of international and national views on disabled persons and the corresponding flow of policies 
for disabled persons in the country, which are background to the movement of education for disabled 
children. 　
　Chapter 1 clarifies the concept of normalization supporting a inclusive society, citing   Bank-
Mikkelsen and Nirje. It also states Nirje’s idea of normalization and trends toward realizing 
normalization in the United Nations and Japan. 
　Chapter 2 states the policies for disabled persons in the United Nations and Japan and explores 
further detail the “Convention on the Rights of Persons with Disabilities” and the “Disability 
Discrimination Elimination Law” in particular. 
　Chapter 3 describes the history of shift from ICIDH to ICF and each element of ICF to examine 
the transition of the concept of disability. 
　Chapter 4 clarifies the historical background of special needs education, from the viewpoint that it 
is not limited to educational settings and that it understands each individual’s educational needs and 
provides the appropriate guidance and support, while also focusing on educational settings. 

Key words：�special needs education, normalization united nations, inclusive society,  
concept of disability 




